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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第25期

第２四半期連結
累計期間

第26期
第２四半期連結
累計期間

第25期
第２四半期連結
会計期間

第26期
第２四半期連結
会計期間

第25期

会計期間

自平成21年
７月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
７月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
７月１日
至平成22年
６月30日

売上高（千円） 2,997,1544,396,2791,482,3842,576,0556,031,062

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△33,391 267,570 11,921 209,197△191,586

四半期純利益又は

四半期（当期）純損失（△）

（千円）

△79,957 135,344 11,394 120,998△418,239

純資産額（千円） － － 1,501,1851,263,5781,125,914

総資産額（千円） － － 3,373,9313,989,0723,726,415

１株当たり純資産額（円） － － 1,764.241,546.741,380.23

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△94.33 165.96 13.44 148.37 △499.63

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 44.3 31.6 30.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
155,221 679,506 － － △524,761

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△111,869 △7,058 － － △202,023

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
95,823 229,395 － － 468,444

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 648,4401,153,367251,524

従業員数（人） － － 159 147 166

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　　３．第25期連結会計年度及び第25期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりませ

ん。また、第25期第２四半期連結会計期間、第26期第２四半期連結累計期間及び第26期第２四半期連結会計期

間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 　　　　 
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

　　

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 147 (11)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト社員、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第２四半期

連結会計期間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

 

(2）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 106 (10)

　（注）従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイト社員、人材会社から

の派遣社員を含む。）は、当第２四半期会計期間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループの主たる業務は、ＰＲ及びＳＰ活動の支援やマネジメント業務等の役務を提供する業務であるため、

生産に該当する事項はありません。

 

(2）受注状況

　当社グループの主たる業務は、ＰＲ及びＳＰ活動の支援やマネジメント業務等の役務を提供する業務であり、受注

販売を行っておりませんので、該当する事項はありません。

 

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

前年同四半期比（％）

コミュニケーション事業（千円） 442,084 －

スポーツ事業（千円） 234,628 －

開発事業（千円） 84,867 －

ＳＰ・ＭＤ事業（千円） 1,612,032 －

bills事業（千円） 186,841 －

その他の事業（千円） 15,602 －

合計（千円） 2,576,055 －

　（注）１．セグメント間の取引は、相殺消去しております。

２．前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に

対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱電通テック － － 784,112 30.4

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

7　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

 

（１）業績の状況

当第２四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く市場環境は、企業収益の改善から、広告宣伝費が

回復基調にあるものの、依然企業の固定費削減意識は強く、レギュラー広告契約からスポットでの集中的な広告

施策実施へとなだらかなトレンドの変化が見られています。 

　こうしたクライアントニーズの変化に対応すべく、当社グループは、ＰＲ、ＳＰ、イベント制作、インタラクティ

ブツール等、当社保有のサービスをグループ全体で提供できる組織連携を強化いたしました。 

　また、期首より当社グループの管理部門の統合等、マネジメント機能効率化による販管費コストの圧縮に取り組

んでまいりました。 

　以上の結果、売上高は2,576百万円（前年同期比73.8％増）、営業利益210百万円（前年同期は10百万円の営業利

益）、経常利益209百万円（前年同期は11百万円の経常利益）、四半期純利益は120百万円（前年同期は11百万円

の四半期純利益）となりました。 

　

　セグメントの業績は次のとおりであります。 

①コミュニケーション事業

　ＰＲ部門においては、販促期での集中的なスポットPRのニーズが増加傾向にあり、プロモーション、インタラク

ティブ部門と連携し、レギュラー契約クライアントのスポットニーズへの対応、新規クライアントの獲得強化を

行いました。その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は442百万円となりました。  

　

②スポーツ事業

　当社契約アスリートの肖像権契約が順調に推移したこと加え、TAKE ACTION関連の「11 for AFRICA」プロジェ

クト、「REVALUE NIPPON PROJECT」等の受注を獲得いたしました。その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高

は、234百万円となりました。

　

③開発事業

　大黒摩季２年半ぶりのオリジナルアルバムリリース、早野実希子のオリジナルプロダクト「SIGNATURE

CANDLES」の企画販売、世界初のティアラデザイナー紙谷太朗が手がけるティアラブランド「MISS TIARA」の展

開等、所属スペシャリストによる企画開発を行い、当第２四半期連結会計期間の売上高は84百万円となりました。

　　

　

④ＳＰ・ＭＤ事業

　飲料業界の販促キャンペーンが縮小傾向にあるものの、大手広告代理店経由の受注は概ね堅調に推移いたしま

した。また、キャラクター商材のOEM製造、外食企業の大型販促キャンペーン等新規受注が拡大し、当第２四半期連

結会計期間の売上高は1,612百万円となりました。

　

⑤bills事業

　当社所属スペシャリスト、ビル・グレンジャー（Bill Granger）による七里ヶ浜、横浜赤レンガ倉庫でのレスト

ラン「bills」の運営を行っており、継続的に店舗ＰＲ、ブランディングを推進してきた結果、既存２店舗共に当

初計画以上の伸張が見られ、当第２四半期連結会計期間の売上高は186百万円となりました。

　

⑥その他の事業

　主に当社社屋１階にて展開しております直営レストラン「SUNNY TABLE」の運営等を行い、当第２四半期連結会

計期間の売上高は15百万円となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、1,153百万円

（前四半期連結会計期間末より735百万円増）となりました。 

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において営業活動により得られた資金は409百万円（前年同期は390百万円増加）と

なりました。主な要因としましては、棚卸資産の減少額114百万円、前渡金の減少額277百万円によるものでありま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において、投資活動により支出した資金は８百万円（前年同期は７百万円減少）と

なりました。これは、保険積立金の支出を含むその他の投資の支出６百万円が主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において、財務活動により得られた資金は334百万円（前年同期は76百万円減少）と

なりました。これは、短期借入金の純増額348百万円、長期借入金の返済による支出12百万円によるものでありま

す。

　　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中だった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,624,000

計 2,624,000

　

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 847,600 847,600

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（グロース） 

単元株式数

100株 

計 847,600 847,600 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成23年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成17年６月28日臨時株主総会決議により平成17年７月29日発行（第１回新株予約権）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　　　　　　　　　20

新株予約権のうち自己新株予約権（個） 　　　　　　　　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 　　　　　　　　　　普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　　　　　　　　　　　 8,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　　　　　　　　　　　　 1,000

新株予約権の行使期間
自　平成17年10月１日

至　平成27年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

　　　　　　　　 発行価格　　　1,000

                 資本組入額　　　500

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

質入または担保に供するなどの処分は認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる

１株の100分の１未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除く。）は、次の算式により

払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × １株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。

②相続人による新株予約権の相続は認めない。

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社との間で締結する「第１回新株予約権割当契約書」に定め

るところによる。

４．平成19年２月21日付で１株を20株の割合をもって株式の分割を、また、平成20年３月21日付で１株を20株の

割合をもって株式分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる数、払込金額、発行価額及び

資本組入額は調整後の数を記載しております。
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②平成17年６月28日臨時株主総会決議により平成17年７月29日発行（第２回新株予約権）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個）                                   45

新株予約権のうち自己新株予約権（個） 　　　　　　　　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 　　　　　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　　　　　　　　　　　18,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　　　　　　　　　　　　 1,000

新株予約権の行使期間
自　平成19年６月29日

至　平成27年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

                 発行価格　　　1,000

                 資本組入額　　　500

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

質入または担保に供するなどの処分は認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる

１株の100分の１未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除く。）は、次の算式により

払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × １株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

①当社株式が証券取引所に上場された後に限り、新株予約権を行使することができる。

②権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。

③相続人による新株予約権の相続は認めない。

④譲渡及び質入等の処分は認めない。

⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社との間で締結する「第２回新株予約権割当契約書」に定め

るところによる。

４．平成19年２月21日付で１株を20株の割合をもって株式の分割を、また、平成20年３月21日付で１株を20株の

割合をもって株式分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる数、払込金額、発行価額及び

資本組入額は調整後の数を記載しております。
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　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

③平成18年５月25日臨時株主総会決議により平成18年７月３日発行（第３回新株予約権）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　　　　　　　　　10

新株予約権のうち自己新株予約権（個） 　　　　　　　　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 　　　　　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　　　　　　　　　　　 4,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　　　　　　　　　　　　 1,250

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月４日

至　平成28年５月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

                発行価格　　　1,250 

                資本組入額　　　625

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

質入または担保に供するなどの処分は認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる

１株の100分の１未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除く。）は、次の算式により

払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × １株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

①当社株式が証券取引所に上場された後に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会

において新株予約権の行使を相当と認めるときはこの限りではない。

②権利行使時において当社と締結した取引契約（マネジメント契約またはエージェント契約等を含む）が

有効に成立していることを要する。ただし、当社取締役会において新株予約権の行使を相当と認めるとき

はこの限りではない。

③相続人による新株予約権の相続は認めない。

④譲渡及び質入等の処分は認めない。

⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社との間で締結する「第３回新株予約権割当契約書」に定め

るところによる。

４．平成19年２月21日付で１株を20株の割合をもって株式の分割を、また、平成20年３月21日付で１株を20株の

割合をもって株式分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる数、払込金額、発行価額及び

資本組入額は調整後の数を記載しております。
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④平成18年５月25日臨時株主総会決議により平成18年７月３日発行（第４回新株予約権）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　 　　　　　　　125

新株予約権のうち自己新株予約権（個） 　　　　　　　　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 　　　　　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）                               50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）                                1,250

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月４日

至　平成28年５月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

                発行価格　　　1,250 

                資本組入額　　　625

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

質入または担保に供するなどの処分は認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる

１株の100分の１未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ÷ 分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除く。）は、次の算式により

払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数 ＋

新発行株式数 × １株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

①当社株式が証券取引所に上場された後に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会

において新株予約権の行使を相当と認めるときはこの限りではない。

②権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。

③譲渡及び質入等の処分は認めない。

④その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社との間で締結する「第４回新株予約権割当契約書」に定め

るところによる。

４．平成19年２月21日付で１株を20株の割合をもって株式の分割を、また、平成20年３月21日付で１株を20株の

割合をもって株式分割を行っており、上記の表に記載の新株予約権の目的となる数、払込金額、発行価額及び

資本組入額は調整後の数を記載しております。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　
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（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。  

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年10月１日～

平成22年12月31日 
－ 847,600 － 430,720 － 491,320

　

　　　　　　

（６）【大株主の状況】

 平成22年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

次原　悦子 東京都杉並区 424,400 50.07

中田　英寿 Monte-Carlo,MONACO 52,000 6.13

小林　正晴 東京都世田谷区 50,400 5.94

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任

組合 
東京都千代田区丸の内1-8-2 35,600 4.20

㈱テー・オー・ダブリュー 東京都港区虎ノ門4-3-13 30,000 3.53

高橋　秀明 東京都中野区 18,000 2.12

高橋　恵 東京都中野区 17,600 2.07

渡邊　徳人 東京都港区 15,200 1.79

久貝　真次 東京都杉並区 14,400 1.69

佐藤　友亮 東京都世田谷区 10,400 1.22

計 － 668,000 78.81

（注）上記のほか自己株式32,100株を保有しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式（自己株式等） ─ ─ ─

議決権制限株式（その他） ─ ─ ─

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　32,100 ─ ─

完全議決権株式（その他） 普通株式　 815,000 8,150 ─

単元未満株式 普通株式　　　 500 ─ ─

発行済株式総数 847,600 ─ ─

総株主の議決権 ─ 8,150 ─

 

②【自己株式等】

   平成22年12月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

株式会社

サニーサイドアップ

東京都渋谷区千駄ヶ

谷四丁目23番５号

JPR千駄ヶ谷ビル

32,100　 －　 32,100　 3.79　

計 ─ 　32,100 －　 32,100　 3.79　

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
７月

８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 735 651 650 640 680 740

最低（円） 641 600 601 610 620 632

（注）最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）におけるものであり、それ以

前は大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。

　

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年７月１日から

平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,153,367 251,524

受取手形及び売掛金 1,205,262 1,471,862

商品 5,142 30,738

原材料 5,307 3,951

未成業務支出金 121,809 131,809

その他 211,399 567,831

貸倒引当金 △7,473 △12,286

流動資産合計 2,694,814 2,445,431

固定資産

有形固定資産

土地 520,818 520,818

その他（純額） ※1
 430,651

※1
 422,301

有形固定資産合計 951,470 943,120

無形固定資産

のれん 26 45

その他 25,716 16,148

無形固定資産合計 25,742 16,193

投資その他の資産

その他 342,804 349,130

貸倒引当金 △25,759 △27,461

投資その他の資産合計 317,044 321,668

固定資産合計 1,294,257 1,280,983

資産合計 3,989,072 3,726,415

負債の部

流動負債

買掛金 464,856 587,061

短期借入金 1,477,099 1,212,498

1年内返済予定の長期借入金 73,392 73,353

未払法人税等 124,187 3,572

その他 266,873 397,098

流動負債合計 2,406,409 2,273,584

固定負債

長期借入金 188,885 219,803

役員退職慰労引当金 － 67,859

資産除去債務 33,497 －

負ののれん 3,468 6,937

その他 93,233 32,316

固定負債合計 319,084 326,916

負債合計 2,725,493 2,600,500
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 430,720 430,720

資本剰余金 491,320 491,320

利益剰余金 370,206 234,861

自己株式 △31,384 △31,384

株主資本合計 1,260,861 1,125,516

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 512 65

評価・換算差額等合計 512 65

少数株主持分 2,204 331

純資産合計 1,263,578 1,125,914

負債純資産合計 3,989,072 3,726,415
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 2,997,154 4,396,279

売上原価 2,413,128 3,616,246

売上総利益 584,026 780,033

販売費及び一般管理費 ※
 618,175

※
 515,851

営業利益又は営業損失（△） △34,149 264,181

営業外収益

受取利息 43 176

受取配当金 31 63

負ののれん償却額 3,468 －

受取家賃 4,744 18,762

その他 3,494 9,588

営業外収益合計 11,781 28,590

営業外費用

支払利息 5,516 7,669

売上債権売却損 － 7,336

賃貸費用 － 6,285

減価償却費 3,740 －

その他 1,766 3,910

営業外費用合計 11,023 25,202

経常利益又は経常損失（△） △33,391 267,570

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 6,314

特別利益合計 － 6,314

特別損失

固定資産除却損 － 12

固定資産売却損 － 76

減損損失 205 －

本社移転費用 34,604 －

退職給付費用 9,992 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,456

特別損失合計 44,802 1,546

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△78,193 272,338

法人税等 1,211 135,120

少数株主損益調整前四半期純利益 － 137,217

少数株主利益 552 1,873

四半期純利益又は四半期純損失（△） △79,957 135,344
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 1,482,384 2,576,055

売上原価 1,154,537 2,102,818

売上総利益 327,847 473,236

販売費及び一般管理費 ※
 317,477

※
 262,580

営業利益 10,369 210,656

営業外収益

受取利息 0 129

受取配当金 31 63

負ののれん償却額 1,734 －

受取家賃 3,397 10,507

還付加算金 1,925 －

その他 531 2,610

営業外収益合計 7,619 13,310

営業外費用

支払利息 2,742 4,091

売上債権売却損 － 3,717

為替差損 － 3,881

賃貸費用 － 3,075

減価償却費 1,966 －

その他 1,358 4

営業外費用合計 6,067 14,769

経常利益 11,921 209,197

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 434

特別利益合計 － 434

特別損失

固定資産除却損 － 12

固定資産売却損 － 76

減損損失 205 －

特別損失合計 205 89

税金等調整前四半期純利益 11,715 209,543

法人税等 223 87,446

少数株主損益調整前四半期純利益 － 122,096

少数株主利益 98 1,097

四半期純利益 11,394 120,998
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△78,193 272,338

減価償却費 29,587 34,838

減損損失 205 －

負ののれん償却額 △3,468 △3,468

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,062 △6,514

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,092 △67,859

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,500 －

受取利息及び受取配当金 △74 △239

支払利息 5,516 7,669

為替差損益（△は益） 214 0

固定資産除却損 － 12

固定資産売却損益（△は益） － 76

売上債権の増減額（△は増加） 113,716 266,599

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,974 34,240

前渡金の増減額（△は増加） 164,037 301,052

その他の資産の増減額（△は増加） 23,388 56,670

仕入債務の増減額（△は減少） △77,486 △122,205

未払金の増減額（△は減少） △8,288 △15,578

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,022 33,748

前受金の増減額（△は減少） △15,424 △118,922

その他の負債の増減額（△は減少） △26,164 13,785

小計 111,223 686,244

利息及び配当金の受取額 45 181

利息の支払額 △5,499 △7,306

法人税等の支払額 △15,952 △7,377

法人税等の還付額 65,403 7,764

営業活動によるキャッシュ・フロー 155,221 679,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △136,795 △7,134

有形固定資産の売却による収入 － 3

無形固定資産の取得による支出 △5,105 △550

投資有価証券の取得による支出 － △1,599

貸付金の回収による収入 － 175

敷金及び保証金の回収による収入 32,603 4,056

その他 △2,572 △2,010

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,869 △7,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △12,820 264,600

長期借入れによる収入 130,000 －

長期借入金の返済による支出 △20,066 △30,878

リース債務の返済による支出 △1,290 △4,327

財務活動によるキャッシュ・フロー 95,823 229,395

現金及び現金同等物に係る換算差額 △214 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138,960 901,842

現金及び現金同等物の期首残高 509,479 251,524

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 648,440

※
 1,153,367
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

会計処理基準に関する事項の変更　　 　資産除去債務に関する会計基準の適用

　　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関す

る会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

日）を適用しております。

　　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及

び経常利益はそれぞれ688千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は、2,144千円減少しております。また、当会

計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

32,471千円であります。
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【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２．前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「負ののれん償却額」（当第２四半

期連結累計期間は3,468千円）は、営業外収益総額の100分の20以下となったため、当第２四半期連結累計期間より

営業外収益の「その他」に含めて表示することとしました。

３．前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「売上債権売却損」

は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、

前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「売上債権売却損」は1,766千円であります。

４．前第２四半期連結累計期間において、営業外費用に表示しておりました「減価償却費」は、当第２四半期連結累

計期間より賃貸物件のその他費用とともに「賃貸費用」として表示することとしました。なお、当第２四半期連結

累計期間の営業外費用の「賃貸費用」に含まれる「減価償却費」は4,144千円であります。

　　

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２．前第２四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「負ののれん償却額」（当第２四半

期連結会計期間は1,734千円）は、営業外収益総額の100分の20以下となったため、当第２四半期連結会計期間より

営業外収益の「その他」に含めて表示することとしました。

３．前第２四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「還付加算金」（当第２四半期連結

会計期間は188千円）は、営業外収益総額の100分の20以下となったため、当第２四半期連結会計期間より営業外収

益の「その他」に含めて表示することとしました。

４．前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、営

業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、前第

２四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は513千円であります。

５．前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「売上債権売却損」

は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、

前第２四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「売上債権売却損」は845千円であります。

６．前第２四半期連結会計期間において、営業外費用に表示しておりました「減価償却費」は、当第２四半期連結会

計期間より賃貸物件のその他費用とともに「賃貸費用」として表示することとしました。なお、当第２四半期連結

会計期間の営業外費用の「賃貸費用」に含まれる「減価償却費」は2,072千円であります。

　　

　

EDINET提出書類

株式会社サニーサイドアップ(E21381)

四半期報告書

22/34



【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

　該当事項はありません。

 

　

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

 

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

（役員退職慰労引当金）

　当社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上して

おりましたが、平成22年8月19日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を廃止することを決議するとともに、平成

22年9月29日開催の第25回定時株主総会において在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することを決議してお

ります。

　これにより、当該総会までの期間に相当する役員退職慰労金相当額44,475千円を固定負債の「その他」として計上して

おります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

      187,115千円 

 

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

158,834千円 

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

 

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 86,516千円

給与手当 207,354

役員退職慰労引当金繰入額 5,813

退職給付費用 4,530

貸倒引当金繰入額 12,062

　

役員報酬 58,399千円

給与手当 192,597

役員退職慰労引当金繰入額 1,193

退職給付費用 4,222

　

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 42,299千円

給与手当 104,282

役員退職慰労引当金繰入額 2,837

退職給付費用 2,300

貸倒引当金繰入額 13,844

　

役員報酬 29,949千円

給与手当 97,797

退職給付費用 2,116

　

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 648,440 

預入期間が３か月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 648,440 

 
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,153,367 

預入期間が３か月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 1,153,367 
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（株主資本等関係）

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年７月１日　至　平

成22年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　847,600株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　 32,100株

　

３．配当に関する事項

（1） 配当金支払額

　　　該当事項はありません。

 

（2） 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

　  　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
ＰＲ事業
（千円）

マネジメン
ト事業
（千円）

コンテンツ
開発事業
（千円）

ＳＰ事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
325,009274,246370,977512,1511,482,384 － 1,482,384

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 2,526 5,200 3,727 11,453△11,453 －

計 325,009276,772376,177515,8781,493,837△11,4531,482,384

営業利益又は営業損失

（△）
81,982 6,830 61,590△5,209145,194△134,82510,369

　

前第２四半期連結累計期間（自平成21年７月１日　至平成21年12月31日）

 
ＰＲ事業
（千円）

マネジメン
ト事業
（千円）

コンテンツ
開発事業
（千円）

ＳＰ事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
543,523552,424664,6051,236,6012,997,154 － 2,997,154

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 14,656 5,321 12,31732,295△32,295 －

計 543,523567,080669,9271,248,9183,029,450△32,2952,997,154

営業利益又は営業損失

（△）
120,280 33,03365,644 2,775221,733△255,883△34,149

　（注）１．事業区分は、サービス等の種類を考慮して分類しております。

２．各事業の主要な事業内容は以下のとおりであります。

事業区分 主要な事業内容

ＰＲ（パブリック・リレーション）

事業
企業・団体・商品のＰＲにおける戦略および施策の企画立案・実施

マネジメント事業
アスリート・スペシャリストのマネジメントおよびエージェント業

務

コンテンツ開発事業
インターネットおよび携帯電話サイトのコンテンツ、ライブイベン

ト等の企画制作

ＳＰ（セールス・プロモーション）

事業
商品・サービスのＳＰにおける戦略および施策の企画立案・実施

　

 

【所在地別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。　 

　 

　

【海外売上高】

　前第２四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成21年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

　 

 

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社

の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。

　当社グループは、当社及び連結子会社を構成単位とする財務情報に基づき、事業種類別に区分した単位により事
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業活動を展開しております。

　したがって、当社グループは事業の種類に基づき、「コミュニケーション事業」「スポーツ事業」「開発事業」

「ＳＰ・ＭＤ事業」「bills事業」の５つを報告セグメントとしております。

　「コミュニケーション事業」は、企業・商品向けにPRコンサルティングから、企画、実施制作までのマーケティ

ングソリューションを提供する事業であります。

　「スポーツ事業」は、スポーツやアスリートを通じた企業へのマーケティングサービスの提供、一般消費者に向

けたスポーツコンテンツ（BtoC）の提供を行う事業であります。

　「開発事業」は、当社グループの保有するスペシャリストや自社コンテンツを活用し、新規事業開発、他社との

アライアンスによるサービスの開発を行う事業であります。

　「ＳＰ・ＭＤ事業」は、企業・商品のプロモーション戦略の構築からアイデア開発、実施制作まで、店頭プロ

モーションを主力とした「売りを作る」サービスを提供する事業であります。

　「bills事業」は、レストラン『Bills』の店舗運営を行う事業であります。　　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第２四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年12月31日）

　 （単位：千円）

 

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３　

コミュニ

ケーション

事業

スポーツ

事業

開発

事業

ＳＰ・ＭＤ

事業

bills

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客へ

の売上高
808,235　 512,770　 165,506　

2,499,233

　
382,756　

4,368,502

　
27,777

4,396,279

　
－　

4,396,279

　

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

6,650　 2,141　 26,150　 6,534　 9　 41,486　 316 41,803　 △41,803　 －　

計 814,885　 514,912　 191,656　
2,505,768

　
382,766　

4,409,989

　
28,093

4,438,083

　
△41,803　

4,396,279

　

セグメント利

益又は損失

（△）

164,595　 72,944　 15,436　 217,164　 18,831　 488,972　 △15,169473,802　
△209,620

　
264,181　
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当第２四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日）

　 （単位：千円）

 

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３　

コミュニ

ケーション

事業

スポーツ

事業

開発

事業

ＳＰ・ＭＤ

事業

bills

事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客へ

の売上高
442,084　 234,628　 84,867　

1,612,032

　
186,841　

2,560,453

　
15,602

2,576,055

　
－　

2,576,055

　

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

3,650　 686　 12,850　 5,075　 9　 22,271　 316 22,588　 △22,588　 －　

計 445,734　 235,314　 97,717　
1,617,107

　
186,850　

2,582,724

　
15,918

2,598,643

　
△22,588　

2,576,055

　

セグメント利

益又は損失

（△）

94,058　 44,002　 9,125　 163,751　 4,580　 315,518　 △4,892310,625　 △99,969　 210,656　

（注）１.「その他」の区分は、当社が運営する飲食事業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

　 　 （単位：千円）

　 当第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結会計期間

セグメント間取引消去 1,178 1,914

全社費用（注） △210,995 △101,371

棚卸資産の調整額 195 △512

合計 △209,620 △99,969

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。 

　

（有価証券関係）

　記載すべき重要な変動はありません。 

 

 

（デリバティブ取引関係）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年６月30日）

１株当たり純資産額 1,546.74円 １株当たり純資産額 1,380.23円

 

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △94.33円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純利益金額 165.96円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

又は四半期純損失金額　
　 　

四半期純利益又は四半期純損

失（△）（千円）
△79,957 135,344

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る四半期純利益

又は四半期純損失（△）

（千円）

△79,957 135,344

期中平均株式数（株） 847,600 815,500

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期純

利益金額の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度末か

ら重要な変動があったものの概

要

──────────　 ──────────　 
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 13.44円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　

１株当たり四半期純利益金額 148.37円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 11,394 120,998

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る四半期純利益

（千円）
11,394 120,998

期中平均株式数（株） 847,600 815,500

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期純

利益金額の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度末か

ら重要な変動があったものの概

要

────────── ──────────
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

　

　１．株式の取得による会社等の買収

　当社の連結子会社である株式会社ワイズインテグレーションは、平成22年12月13日開催の取締役会において、

TCN TECHNOLOGY LIMITEDの株式を60％取得（子会社化）することを決議し、平成23年１月12日付で同社株式を取

得しました。

　

（１）被取得企業の名称及びその事業内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式

　　　結合後企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠

①被取得企業の名称及びその事業の内容　

（平成23年１月12日現在）

　被取得企業の名称：TCN TECHNOLOGY LIMITED

　事業の内容　　　：セールスプロモーション業務の企画提案及び販促物の設計・製造・組立

　資本金　　　　　：5,000,000香港ドル

②企業結合を行った主な理由

　株式会社ワイズインテグレーションは、国内で受託したセールスプロモーション関連ノベルティ製造の大

部分を中国の工場に発注、製造しております。TCN TECHNOLOGY LIMITED社の結合を行うことにより、同社の中

国ノベルティ製造ノウハウを取得。今後中国本土にて、製造拠点となる外商独資会社を設立し、工場を運営し

ていく予定です。このことによりノベルティ製造におけるコストの低減、クオリティの強化を行い日本国内

での競争力を高めることを目的としています。

③企業結合日

　平成23年１月12日

④企業結合の法的形式

　株式取得

⑤結合後企業の名称

　TCN TECHNOLOGY LIMITED

⑥取得した議決権比率

　60％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠　

　当社の連結子会社が、現金を対価としてTCN TECHNOLOGY LIMITEDの株式60％を取得したためであります。　

　

（２）被取得企業の取得原価及びその内訳 

取得の対価 現金　 52,347千円　

取得原価　 　 52,347千円　

　　

（３）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳　

　現時点では確定しておりません。　

　

（４）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間　

　現時点では確定しておりません。　

　

 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年２月12日

株式会社サニーサイドアップ

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 太田　荘一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 定留　尚之　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サニーサイ

ドアップの平成21年７月１日から平成22年６月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日か

ら平成21年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サニーサイドアップ及び連結子会社の平成21年12月31日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成23年２月10日

株式会社サニーサイドアップ

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 太田　荘一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 定留　尚之　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サニー

サイドアップの平成２２年７月１日から平成２３年６月３０日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２２

年１０月１日から平成２２年１２月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２２年７月１日から平成２２年１２

月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サニーサイドアップ及び連結子会社の平成２２年１２月３１日

現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認

められなかった。　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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